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暫定ケアプランの取扱いについて 
 
　暫定ケアプランの取扱いについて、以下のとおり変更いたします。なお、認定結果が要

介護認定、要支援認定のいずれになるか判断できない（以下、介護・支援判断不明）場合、

必ず居宅介護支援事業所（以下、居宅）と地域包括支援センター（以下、包括）が相互に

連携（※）をとる事を前提とします。また、この取扱いにより暫定期間中の契約において、

あらかじめ居宅・包括が利用者とそれぞれ契約しておくことを妨げるものではありません。 
※連携：要介護認定結果が見込み違いとなった場合、受け持つこととなった担当者がすみ

やかに居宅介護サービス計画（以下、ケアプラン）、または居宅介護予防サービス計画（以

下、予防ケアプラン）を立てられる状態であるために必要な連携。 
 
取扱い適用年月日：令和４年４月１日 
 
（暫定届の廃止） 
現在、暫定利用の場合は、暫定届の提出をお願いしておりますが、利用者や事業所への

負担減、また、認定後に居宅介護（介護予防）サービス計画作成・介護予防ケアマネジメ

ント依頼（変更）届出書（以下、居宅届出書）を提出することでの重複による混乱等をな

くすため、暫定届を廃止します。 
 
（居宅届出書について） 
　現在、要介護認定結果後に被保険者証を確認後、本契約を交わし、被保険者証と委任状

を添えて居宅届出書（現様式）を提出していただいております。暫定ケアプランの取扱い

変更と暫定届の廃止に伴い、居宅届出書の取扱いにつきまして次のとおり変更します。 
 
〇提出 
　契約が交わされるたびに、委任状、被保険者証（※）を添えてすみやかに市に提出する。 
※被保険者証の添付は、①暫定期間中の契約の場合、②委託⇔包括の場合、③委託先の 
みが変更となる場合、④被保険者死亡の場合は添付無。 
　紛失等で利用者から預かることができない場合は再交付申請書を併せて提出すること。

被保険者死亡の場合の届出書・委任状の署名については、死亡後の日付で記入いただい

ている場合は家族の名前で提出すること。 
 
〇様式の変更　 
様式を別添１「居宅介護（介護予防）サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依

頼（変更）届出書」のとおり変更する。 
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【変更箇所】 
・性別欄の「男・女」を削除し記入式に変更。 
・様式に「暫定」を追加するとともに、暫定時に連携している事業所名・担当者名を記

載する欄を追加。 
・「サービス暫定利用届出日」の欄を「暫定居宅届出書提出日」に変更。 
・暫定期間中の場合、「暫定」に〇をつけること。 
・介護・支援判断不明の場合、包括と居宅が連携している事を確認するため、「暫定事業

所名」と「担当」に連携している事業所名と担当者名を記入すること。 
・暫定期間中に契約し居宅届出書を提出しており、見込み違いの結果が出て再度、居宅

届出書を提出することとなった場合は、「暫定居宅届出書提出日」に暫定で提出した居

宅届出書の提出日を記入すること。委託以外の場合は、包括と居宅が連携していたこ

とが分かる支援経過（写し）を添付すること。 
※暫定期間中の契約と同月中に本契約ができた場合は、支援経過（写し）添付不要。 

・下部の申請者欄の日付は届出日を記入すること。 
 
〇被保険者証の交付 
　・暫定契約中に居宅届出書を提出し、認定結果が見込み通りであった場合 
⇒要介護認定後、被保険者（送付先の設定があれば送付先）へ事業所情報を印字し 
た被保険者証を送付。 
・暫定契約中に居宅届出書を提出し、結果が見込み違いであった場合および要介護認 
定後に契約し、居宅届出書を提出した場合 
⇒窓口での居宅届出書の提出（要介護認定後に被保険者へ送付された被保険者証 
を添付すること）をもって、来庁者へ即日交付。郵送提出の場合は、被保険者（送 
付先の設定があれば送付先）へ送付。 

 
（暫定ケアプラン作成について） 
　現在、明らかに要介護・要支援が判断できる場合は、それぞれで暫定ケアプランを作成

し、介護・支援判断不明の場合は、要介護・要支援の両プランの作成をお願いしておりま

す。両プランを作成することの負担、かならず片方のプランが無駄になってしまう事、利

用者への負担等を考慮し、暫定ケアプランの取扱いについて、次のとおり変更します。 
 
①要介護が明白である場合 
　１．居宅が利用者と契約し、市に居宅届出書を提出する。※被保険者証添付無 
　２．居宅がケアプランを作成する 
　　　※利用するサービス事業者は介護予防サービス事業者及び居宅介護サービス事業者 

（総合事業相当サービス及び居宅介護サービス事業所）の両方の指定を受けている 
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事業者を位置づけること。 
　３．認定結果によって以下の対応とする。 
　　（ａ）見込み通り（要介護）の場合 
　　　　　利用者及び家族、サービス担当者会議での同意があり、ケアプランの修正が必 

要ないと判断した場合は本プランとすることが可能。 
　　（ｂ）見込み違い（要支援）の場合 
　　　　　Ｉ．暫定期間のみ自己作成扱いとなるため、ケアマネより市に事前連絡し、該 

当月の実績を提出する。※利用サービスに総合事業が含まれる場合は自己

作成が想定されていないため注意が必要。 
Ⅱ．包括が本契約後、市に居宅届出書を提出する。※被保険者証添付有 

 
②要支援が明白である場合 
　１．包括が利用者と契約し、市に居宅届出書を提出する。※被保険者証添付無 
　２．包括または委託を受けた居宅が予防ケアプランを作成する 
　　　※利用するサービス事業者は介護予防サービス事業者及び居宅介護サービス事業者 

（総合事業相当サービス及び居宅介護サービス事業所）の両方の指定を受けている 
事業者を位置づけること。 

　３．認定結果によって以下の対応とする。 
　　（ａ）見込み通り（要支援）の場合 
　　　　　利用者及び家族、サービス担当者会議での同意があり、予防ケアプランの修正 

が必要ないと判断した場合は本プランとすることが可能。 
　　（ｂ）見込み違い（要介護）の場合 
　　　　　Ｉ．暫定期間のみ自己作成扱いとなるため、ケアマネより市に事前連絡し、該 

当月の実績を提出する。※利用サービスに総合事業が含まれる場合は自己

作成が想定されていないため注意が必要。 
Ⅱ．居宅が本契約後、市に居宅届出書を提出する。※被保険者証添付有 
 

介護・支援判断不明の場合（③～⑥より選択） 
③居宅がケアプランを作成する場合 
　１．居宅が利用者と契約し（個人情報の取扱いに、連携する包括も個人情報を使用する 

旨を示し、同意を得ておく）、市に連携包括名を記入した居宅届出書を提出する。 
※被保険者証添付無 

　２．居宅がケアプランを作成する（支援経過に適宜、包括との連携の記録を残しておく）。 
　　　※利用するサービス事業者は介護予防サービス事業者及び居宅介護サービス事業者 

（総合事業相当サービス及び居宅介護サービス事業所）の両方の指定を受けている 
事業者を位置づけること。利用者へは支援の場合・介護の場合両方の料金説明、要 
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介護認定結果が見込み違いであった場合の再契約についての説明等は必須とする。 
　３．認定結果によって以下の対応とする。 
　　（ａ）見込み通り（要介護）の場合 
　　　　利用者及び家族、サービス担当者会議での同意があり、ケアプランの修正が必要 

ないと判断した場合は本プランとすることが可能。 
　　（ｂ）見込み違い（要支援）の場合（パターン１・２のどちらか選択） 
　　　　　パターン１ 
　　　　　Ｉ．居宅が包括より委託を受け、包括が遡って利用者と（委託）契約する。 
　　　　　　　※暫定期間のみの委託ではなく、継続して委託を受けることが前提。 
　　　　　Ⅱ．市に委託を受けた旨の居宅届出書を提出する。※被保険者証添付有 
　　　　　Ⅲ．居宅が予防ケアプランを作成する。 
　　　　　 
　　　　　パターン２ 
　　　　　Ｉ．包括が遡って利用者と契約する 
　　　　　Ⅱ．市に居宅届出書を提出する。※被保険者証、支援経過添付有 
　　　　　Ⅲ．包括が予防ケアプランを作成する。 
　　　　　 
　④包括が予防ケアプランを作成する場合 
　　１．包括が利用者と契約し（個人情報の取扱いに、連携する居宅も個人情報を使用す 

る旨を示し、同意を得ておく）、市に連携居宅名を記入した居宅届出書を提出する。 
※被保険者証添付無。 

　　２．包括が予防ケアプランを作成する（支援経過に適宜、居宅との連携の記録を残し 
ておく）。 

　　　　※利用するサービス事業者は介護予防サービス事業者及び居宅介護サービス事業 
　　　　者（総合事業相当サービス及び居宅介護サービス事業所）の両方の指定を受けて 

いる事業者を位置づけること。利用者へは支援の場合・介護の場合両方の料金説 
明、要介護認定結果が見込み違いであった場合の再契約についての説明等は必須 
とする。 

　　３．認定結果によって以下の対応とする。 
　　　（ａ）見込み通り（要支援）の場合 
　　　　　　利用者及び家族、サービス担当者会議での同意があり、予防ケアプランの修 

正が必要ないと判断した場合は本プランとすることが可能。 
　　　（ｂ）見込み違い（要介護）の場合 
　　　　　　Ｉ．居宅が遡って利用者と契約する。 

Ⅱ．市に居宅届出書を提出する。※被保険者証、支援経過添付有 
　　　　　　Ⅲ．居宅がケアプランを作成する。 
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　⑤包括から委託を受け、居宅が予防ケアプランを作成する場合 
　　１．包括が利用者と（委託）契約し、市に居宅届出書を提出する。 

※被保険者証添付無 
　　２．居宅が予防ケアプランを作成する。 
　　　　※利用するサービス事業者は介護予防サービス事業者及び居宅介護サービス事業 
　　　　者（総合事業相当サービス及び居宅介護サービス事業所）の両方の指定を受けて 

いる事業者を位置づけること。利用者へは支援の場合・介護の場合両方の料金説 
明、要介護認定結果が見込み違いであった場合の再契約についての説明等は必須 
とする。 

　　３．認定結果によって以下の対応とする。 
　　　（ａ）見込み通り（要支援）の場合 
　　　　　　利用者及び家族、サービス担当者会議での同意があり、予防ケアプランの修 

正が必要ないと判断した場合は本プランとすることが可能。 
　　　（ｂ）見込み違い（要介護）の場合 
　　　　　　Ｉ．居宅が遡って利用者と契約する。 
　　　　　　Ⅱ．市に居宅届出書を提出する。※被保険者証添付有 
　　　　　　Ⅲ．居宅がケアプランを作成する。 
　　　　　　 
　⑥包括・居宅にてそれぞれプランを作成する場合 
　　１．包括・居宅それぞれ利用者と契約する。 
　　２．包括・居宅それぞれ市に居宅届出書を提出する。 
　　３．認定結果に応じて、片方の契約・プランが有効になる。 
 
（その他） 
　・開示申請について 
　　これまでどおり、居宅届出書の提出が必須です。なお、暫定で居宅届出書を提出し 
ていたとしても、要介護認定結果後に居宅登録が正式になされるため、開示申請は要 
介護認定結果確認後にお願いいたします。


